
 

 

 

 平成 23 年 4 月から、健康保険組合（以下、「組合」という）が実施する健康診査の結果を事業主と組合が共同利

用することに伴い、その取扱いを以下のとおりといたします。 

 

1.具体的な取り扱い 

(1)組合が実施する健診を事業主が労働安全衛生法に基

づく法定健診に代えて被保険者に受診させる場合は、

『健康保険組合が実施する健診結果の共同利用に関   

する契約書』を締結していただきます。 

(2)同契約書を締結した事業主から、被保険者の健診結

果表の提供依頼書の提出があったときに、組合は速

やかに事業主に健診結果を提供いたします 

  ただし、被保険者の同意書は不要です。 

  ※個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 

号）第 27条第 5項第 3号 

(3)組合は、事業主に「健診結果表」を提供する際、被

保険者 1人につき 3,000円（消費税含む。）の「法定

健診受託料納付書」を同封いたします。 

(4)事業主には、この法定健診受託料を納付期限内に納

付していただきます。 

 

2.共同利用するもの 

(1)個人データ 

  組合が実施する生活習慣病予防健診「健康診査項目」

（別表） 

(2)利用する者の範囲 

  同契約書を締結する事業所に雇用される被保険者 

(3)利用目的 

  高齢者の医療の確保に関する法律・健康保険法・労

働安全衛生法等、被保険者の健康の保持増進に資す

るデータとしての共同利用 

（特定健康診査・特定保健指導、健康診査二次検査、

産業医の健康管理） 

(4)個人データの管理責任者の名称 

・東京都報道事業健康保険組合 理事長 林 恭一 

・同契約書を締結する事業所 

 

 

3.費用の負担 

(1)原則として、被保険者、被扶養者の健診に係る費用

は組合が負担する。 

(2)事業主が労働安全衛生法に基づく法定健診に代えて

被保険者を受診させる場合、事業主と組合は「法定

健診の利用に関する委託契約書」を締結し、事業主

は法定健診相当の費用(3,000円（消費税含む。）)を

負担する。 

(3)組合は前項に係る費用について、納付書に健診結果

を添付して請求する。 

4.健診結果の共同利用 

(1)健診結果については、被保険者の健康管理等に資す

ることを目的として事業主並びに組合の共同利用

とします。 

(2)事業主は、個人情報保護(健診結果)の適正な取扱い 

を定めた委託契約の目的である共同利用の趣旨に 

反する行為を行ってはいけません。 

                    (別表)

 

「健診結果の共同利用」に関する取り扱いについて 

 


